
 

1 
 

 

 

防災訓練実施結果報告書 

                           ２０２３年１月３１日
 

 原子力規制委員会 殿  

      

                         報告者 

                         住所 茨城県那珂郡東海村舟石川６２２番地１２             

                         氏名 ＭＨＩ原子力研究開発株式会社 

                            取締役社長 南雲 浩行 

  

 防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定に基づき報告し

ます。 

原子力事業所の名称及び場所 
ＭＨＩ原子力研究開発株式会社 

茨城県那珂郡東海村舟石川６２２番地１２
 

防災訓練実施年月日 ２０２２年１１月１１日 別紙２のとおり 

防災訓練のために想定した原

子力災害の概要 
別紙 1のとおり 別紙２のとおり 

防災訓練の項目  総合訓練 要素訓練 

防災訓練の内容 

(1) 招集訓練 

(2) 避難誘導訓練 

(3) 通報訓練 

(4) モニタリング訓練 

(5) 広報訓練 

(6) 後方支援訓練 

(7) 事故収束訓練 

(1) 招集訓練 

(2) 避難誘導訓練 

(3) 通報訓練 

(4) モニタリング訓練 

(5) 広報訓練 

(6) 後方支援訓練 

(7) 事故収束訓練 

(8) 除染作業訓練 

防災訓練の結果の概要 別紙 1のとおり 別紙２のとおり 

今後の原子力災害対策に向け

た改善点 
別紙 1のとおり 別紙２のとおり 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A4とする。 
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別紙 1 

 

防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

 

 本防災訓練は、原子力事業者防災業務計画 第２章 第７節「防災訓練の実施」に基づき実施したもので

ある。 

今年度は中期計画（２０２２年度からの４か年）の初年度として、２部制訓練を実施した。 

 

第１部訓練：原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という）警戒事態該当事象発生時（以下「Ａ

Ｌ」という）における体制での訓練を実施。現場実動あり。 

 

第２部訓練：原災法特定事象発生時（原災法第１０条事象（以下「ＳＥ」という）及び原災法第１５条

事象（以下「ＧＥ」という）における体制での訓練を実施。現場実動なし。 

 

 

１． 防災訓練の目的及び達成目標 

 原子力防災組織が原子力災害発生時に有効に機能することの確認、前回の防災訓練で抽出された課題

の改善状況の検証、原子力防災組織の対応能力向上を目的とし、原子力災害を想定した総合的な訓練を

実施した。 

 本訓練における主たる検証項目及び達成目標のうち、前回の防災訓練で抽出された課題の改善状況の

検証項目は以下のとおり。 

No. 検証項目 達成目標 

１ １０条通報書記載の改善 ・ＳＥ、ＧＥに到達するまでの経緯を明確に記載すること。 

・故障機器の応急復旧、拡大防止措置について誤解を招かない記載と

すること。 

２ ２５条報告書記載の改善 ・２５条報告に記載すべき情報が明確になっており、事象収束戦略等

の内容が分かり易い記載となっていること。 

３ ＥＲＣ備付け資料の改善 ・書架資料取り出し時の判別性を考えて、分かり易い背表紙に変更さ

れていること。 

・収束戦略を検討するうえで必要となる資料が配備されていること。 

４ ＥＲＣプラント班との 

通話要領の改善 

・書画装置が使用できない状況で事象発生時刻を確実に伝えている

こと。 

 

２． 実施日時および対象施設 

 実施日時 対象施設 

第１部訓練 
２０２２年１１月１１日（金） 

１３時３０分～１５時４８分 

・燃料ホットラボ施設（発災現場） 

・事務本館（対策本部(注)、防護隊指揮所を設置） 

第２部訓練 
２０２２年１１月１１日（金） 

１０時００分～１１時２０分 
・事務本館（対策本部（注）、防護隊指揮所を設置） 

（注）原災法特定事象未満の場合は防護活動本部として立上げ、原災法特定事象到達時に対策本部へ移行した。本書で

は、防護活動本部及び対策本部を「対策本部」と記載する。なお、2022 年 11 月 21 日付で原子力事業者防災業務

計画を修正（修正 19）し、以降は原災法特定事象未満／特定事象、何れの場合も「防護活動本部」に名称を統一

した。 
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３．実施体制及び評価体制並びに参加人数 

 ３．１ 実施体制 

(1) 第１部訓練 

 

 
 

 

 

(2) 第２部訓練 

 

 
  

MNF：三菱原子燃料㈱ 
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 ３．２ 評価体制 

コントローラの３名を社内評価者とし、予め定めた評価項目及び評価基準（達成目標）に対して評

価するとともに、訓練終了後に訓練参加者へ聴き取りを実施し、改善点等を抽出した。また、第１部

訓練では、社外評価者として、ひたちなか・東海広域消防本部（以下、「広域消防」）の職員 2 名およ

び三菱原子燃料(株)の職員 2名によるピアレビューを受けた。 

 

 ３．３ 参加人数 

(1) 第１部訓練 

・参加人数：プレーヤ ９４名※（うちコントローラ ５名） 

・参 加 率：１３４％（参加人数/訓練計画人数７０名） 

・評 価 者：社内３名（対策本部１名、防護隊指揮所１名、発災現場１名）、外部３名 

※評価者は参加人数に含めない。 

(2) 第２部訓練 

・参加人数：プレーヤ ５５名※（うちコントローラ ５名） 

・参 加 率：１８３％（参加人数/訓練計画人数３０名） 

・評 価 者：社内２名（対策本部 1名、防護隊指揮所１名） 

※評価者は参加人数に含めない。 

 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

４．１ 第１部訓練 

ＡＬ（地震震度６弱）に起因して発生する原子力災害を想定した。詳細は以下の通り。 

(1) 訓練形式 

シナリオは非開示とし、「震度６弱の地震に起因する事象で訓練を実施すること」及び「広域消

防との連携を行うこと」を訓練参加者に事前説明した。 

(2) 訓練想定 

・平日勤務時間内に茨城県沖を震源とする地震が発生し、東海村で震度６弱を記録（ＡＬ） 

・燃料ホットラボ施設セル内装置故障により放射性ガスが建屋外部へ放出 

・停電発生 

・火災発生、広域消防へ出動を要請し、発災現場での防護隊との連携訓練を実施 

・副本部長１名が不在、ＥＲＣ対応者が不在 

・ＥＲＣ対応用の書画装置が故障 

・ＥＲＣ対応用電話回線の異常（使用不可）が発生 

・燃料ホットラボ施設用非常用発電機が停止 

(3) 事象進展シナリオ（実績） 
白抜き：コントローラの状況付与 本：本部、指：指揮所、現：現場 

時刻 No. 対応者 事象（概要） ＥＡＬ 

13：30 1 コントローラ 
（全館放送） 

・茨城県沖でＭ８．０の地震発生、東海村は震度６
弱、津波の発生なし 

 

13：31 2 コントローラ（指） ・停電発生、非常用発電機（ＥＧ）が起動 
・地震後の施設点検は燃料ホットラボ施設、材料ホ
ットラボ施設のみとする（但し、点検の実作業はス
キップ） 

 

 
 

3 試験部長（防護隊長） ・社内緊急放送 
・原子力防災要員等招集 

 

13：31 4 コントローラ（本） ・副本部長１名が不在 
・ＥＲＣ対応者が不在 
・ＥＲＣ対応用書画装置が故障 
・風向；南西、風速；２．０ｍ/ｓ 

 

13：33 5 本部長 ・対策本部設置・点呼 
・警戒時態勢発令 
・副本部長の役割分担指示、ＥＲＣ対応代行者を指
名 

ＡＬ 

 6 ＥＲＣ対応代行者 ・ＥＲＣプラント班との連携開始  

 7 本部長 ・排気筒モニタ、モニタリングポスト指示値監視を
指示 
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時刻 No. 対応者 事象（概要） ＥＡＬ 

13：40 8 情報連絡班 ・【ＦＡＸ①】警戒事態該当事象発生連絡（震度６弱
地震発生、施設点検開始、防護活動本部設置） 

 

13：41 9 総務班 ・従業員全員の安否確認が完了  

13：45 10 コントローラ（本/指） ・燃料ホットラボ施設排気筒モニタ警報発報  

 11 防護隊長 ・社内緊急放送 
・保護具装着指示 

 

 12 本部長 ・排気筒モニタ指示値上昇原因の調査を指示 
・排気筒モニタ、モニタリングポスト指示値監視強
化を指示 

・環境モニタリング開始を指示 

 

13：47 13 総務班、防災班 ・当社敷地周辺警備/監視を開始  

13：50 14 コントローラ（現/指） ・燃料ホットラボ施設Ｎｏ．１セル内でパンクチャ
試験装置が損傷 

・地震により標準体積タンク部の熱電対が下方に折
れ曲がり、装置内の放射性ガスがセル内に放出（損
傷状況図提示） 

・試験中の燃料棒はＰＷＲ１７×１７型、 
燃焼度は４８ＧＷｄ/ｔ 

 

 15 防護隊長 ・対策本部へ排気筒モニタ指示値上昇の原因を報告  

 16 本部長 ・外部への影響調査を指示 
・事象収束方法の検討を指示 

 

13：51 17 情報連絡班 ・【ＦＡＸ①】警戒事態該当事象発生連絡の着信確認
完了 

 

13：53 18 防護隊 ・環境モニタリングを開始  

 19 防護隊長、副本部長 ・放射性ガスの外部への放出の程度と事象収束方法
検討結果を本部長へ報告 

 

13：56 20 本部長 ・事象収束方法を承認、実施を指示 
・環境への影響評価を指示 

 

14：01 21 情報連絡班 ・【ＦＡＸ②】警戒事態該当事象発生後の経過連絡（排
気筒モニタ警報発報、パンクチャ装置損傷を確認） 

 

14：06 22 防護隊 ・パンクチャ試験装置故障復旧作業完了（模擬）  

 23 放射線環境監視班 ・環境影響評価結果を本部長へ報告  

14：15 24 コントローラ（現/指） ・燃料ホットラボ施設用非常用発電機１号機（ＥＧ-
1）が停止 

 

 25 本部長 ・非常用発電機１号機の停止状況、予備発電機（ＥＧ
-２）稼働状況、給排気系稼働状況、施設負圧確認
を指示 

 

14：15 26 情報連絡班 ・【ＦＡＸ②】警戒事態該当事象発生後の経過連絡の
着信確認完了 

 

14：18 27 防護隊 ・給排気系稼働状況、施設負圧維持に異常なしを確
認 

 

14：25 28 コントローラ（本/指） ・燃料ホットラボ施設２階で火報発報  

 29 社防火管理者 ・１１９通報（火報発報の通報）  

 30 本部長 ・現場確認を指示 
・火災が確認された場合は現場から１１９通報を行
うよう指示 

 

14：30 31 コントローラ（現/指） ・燃料ホットラボ施設用非常用発電機１号機（ＥＧ-
1）近傍で火炎 

 

14：31 32 防護隊 ・ＥＧ-1 近傍で火災確認 
・１１９通報（火災発生の通報） 
・消火器により初期消火（模擬） 

 

14：33 33 防護隊 ・初期消火完了  

14：35 34 プレス担当 ・記者会見会場へ向けて出発  

14：40 35 コントローラ（本） ・ＥＲＣ対応用電話回線異常により使用不可  

 36 広域消防 ・構内入域、現場指揮所開設 
・火災現場確認 

 

14：42 37 情報連絡班 ・【ＦＡＸ③】警戒事態該当事象発生後の経過連絡（パ
ンクチャ装置復旧完了、火災発生、初期消火終了） 

 

14：46 38 ＥＲＣ対応代行者 ・ＥＲＣ対応用電話を衛生回線に切替  

14：48 39 広域消防、防護隊 ・鎮火確認  

14：50 40 コントローラ（本/指/現） ・汚染者、被ばく者、負傷者なし  
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時刻 No. 対応者 事象（概要） ＥＡＬ 

・燃料ホットラボ施設排気筒モニタ、モニタリング
ポスト指示値は平常値 

14：51 41 防護隊 ・作業者に対する汚染検査を実施し、汚染なしを確
認 

 

14：54 42 情報連絡班 ・【ＦＡＸ③】警戒事態該当事象発生後の経過連絡の
着信確認完了 

 

14：58 43 ＥＲＣ対応代行者 ・ＥＲＣとの連携終了、振り返り  

15：11 44 情報連絡班 ・【ＦＡＸ④】警戒事態該当事象発生後の経過連絡（モ
ニタリングポスト・排気筒モニタ通常値、鎮火確
認、汚染・被ばく者・負傷者無し、プレス文添付） 

 

15：30 45 情報連絡班 ・【ＦＡＸ④】警戒事態該当事象発生後の経過連絡（プ
レス文添付）の着信確認完了 

 

15：15～15：48      ・擬記者会見（社内訓練） 

                                     

４．２ 第２部訓練 

ＳＥ及びＧＥに至る原子力災害を想定した。詳細は以下の通り。 

(1) 訓練形式 

シナリオは非開示とし、「ＳＥ、ＧＥに至る事象で訓練を実施すること」のみを訓練参加者に事

前説明した。 

(2) 訓練想定 

・平日勤務時間内に茨城県沖を震源とする地震が発生し、東海村で震度６弱を記録（ＡＬ） 

・地震への対応が終了し、燃料プール内で吊り下げたままの燃料集合体をラックに戻すためにク

レーンで移動していた際、誤って燃料集合体を落下させた結果、燃料棒が破損し放射性ガスが

放出される。その結果、モニタリングポストの指示値が５μＳｖ/ｈに上昇して施設敷地緊急

事態（ＳＥ）、その後、５μＳｖ/ｈ以上が１０分継続し、全面緊急事態（ＧＥ）に至る。 

・副本部長１名とＥＲＣ対応者が不在 

(3) 事象進展シナリオ（実績） 
(4) 白抜き：コントローラの状況付与 本：本部、指：指揮所 

時刻 No. 対応者 事象（概要） ＥＡＬ 

10：00 1 コントローラ（NDC/NRA） ・照射済燃料集合体（ＰＷＲ１７×１７型、燃焼度は
４８ＧＷｄ/ｔ）を燃料ホットラボ施設プール内で
ハンドリング中に茨城県沖で地震発生、東海村は震
度６弱 

・現場作業員は作業を中断し更衣室へ退避 
・燃料集合体はプール内水面下約４ｍで吊り下げ状態 
・原子力防災要員等が招集された 
・対策本部、防護隊指揮所設置完了 
・副本部長１名が不在 
・ＥＲＣ対応者が不在のため本部長は代行者を指名 
・本部長は各施設の情報収集を指示 
・放射線監視班は排気筒モニタ及びモニタリングポス
トの指示値、気象データを定期的に確認開始 

・【ＦＡＸ①】警戒事態該当事象発生連絡発信済 

ＡＬ 

 2 ＥＲＣ対応代行者 ・ＥＲＣプラント班との連携開始  

10：10 3 コントローラ（NDC/NRA） ・施設点検終了、異常なし 
・プール内で吊り下げ中の燃料集合体は異常なし 
・【ＦＡＸ②】警戒事態該当事象発生後の経過連絡発
信済 

・本部長は地震への対応が終了したので、燃料集合体
を燃料ラックへ戻すよう指示 

・本部長は燃料集合体移送作業終了まで防護活動体制
維持を指示 

 

10：15 4 コントローラ（NDC/NRA） ・訓練開始  

10：15 5 防護隊長 ・燃料集合体をラックに戻す作業開始を指示  

10：17 6 コントローラ（指） ・移動中の燃料集合体がプール内で約５ｍ落下 
・燃料集合体が破損し、燃料棒内部からプール内に放
射性ガス放出 

 

 7 防護隊長 ・社内緊急放送 
・放射線危険区域設定 
・屋外作業者の避難、誘導、屋内退避指示（避難等の
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時刻 No. 対応者 事象（概要） ＥＡＬ 

行動は模擬） 

10：18 8 防護隊 ・119 通報（模擬）  

10：20 9 コントローラ（本/指） ・燃料ホットラボ施設排気筒モニタ警報発報 
・風向；南西、風速；２．０ｍ/ｓ 

 

 10 本部長 ・環境モニタリングを指示 
・当社構内への入域制限を指示 

 

10：23 11 コントローラ（本/指） ・排気筒モニタ、モニタリングポスト指示値が急上昇 
・サービスエリアモニタ指示値が上昇中 

 

 12 本部長 ・事象収束戦略作業開始を指示  

10：28 13 情報連絡班 ・【ＦＡＸ③】異常事象等状況通報（燃料集合体プール
内で落下、排気筒ガスモニタ・モニタリングポスト指
示値上昇、排気筒ガスモニタ警報発報） 

 

10：36 14 防護隊 ・事象収束戦略作業開始  

10：40 15 コントローラ（本/指） ・モニタリングポスト指示値が５μＳｖ/ｈに到達  

 16 本部長 ・原災法１０条事象該当判断 ＳＥ 

 17 情報連絡班 ・【ＦＡＸ③】異常事象等状況通報の着信確認完了  

10：43 18 情報連絡班 ・【ＦＡＸ④】１０条事象発生通報  

10：44 19 副本部長 ・原災法１０条事象確認会議終了  

10：48 20 防護隊長 ・事象収束作業（給排気停止（模擬））完了を本部長へ
報告 

 

10：50 21 コントローラ（本/指） ・モニタリングポスト指示値が５μＳｖ/ｈ以上で１０
分経過 

 

 22 本部長 ・原災法１５条事象該当判断 
・原子力事業所災害対策支援拠点立ち上げ要請指示（模
擬） 

・環境影響評価を指示 

ＧＥ 

10：51 23 情報連絡班 ・【ＦＡＸ⑤】１０条事象発生通報（修正報）  

10：53 24 副本部長 ・原災法１５条事象認定会議終了  

 25 情報連絡班 ・【ＦＡＸ④】１０条事象発生通報の着信確認完了  

10：54 26 総務班 ・原子力事業所災害対策支援拠点立上げ要請実施  

10：55 27 防護隊長 ・事象収束戦略（ダンパ閉止、放射性ガス回収装置の設
置（模擬））完了を本部長へ報告 

 

10：56 28 情報連絡班 ・【ＦＡＸ⑥】１５条事象発生通報  

10：57 29 放射線環境監視班 ・環境影響評価結果を本部長へ報告  

11：00 30 コントローラ（本/指） ・モニタリングポストが平常値に復帰  

 31 コントローラ（本/指） ・汚染者、被ばく者、負傷者なし  

 32 情報連絡班 ・【ＦＡＸ⑤】１０条事象発生通報（修正報）の着信確
認完了 

 

11：10 33 情報連絡班 ・【ＦＡＸ⑥】１５条事象発生通報の着信確認完了  

11：12 34 情報連絡班 ・【ＦＡＸ⑦】２５条報告  

11：20 35 コントローラ（NDC/NRA） ・第２部訓練終了  

11：29 36 情報連絡班 ・【ＦＡＸ⑦】２５条報告の着信確認完了  
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５．防災訓練の項目 

  総合訓練 

 

６．防災訓練の内容 

６．１ 訓練項目 

訓練項目 
総合訓練 

第１部訓練 第２部訓練 

招集訓練 ○ ― 

避難誘導訓練 ○ ― 

通報訓練 ＡＬ ○ ― 

ＳＥ，ＧＥ ― ○ 

モニタリング訓練 ○ ○ 

広報訓練 ○ ○ 

後方支援訓練 ― ○ 

事故収束訓練 ○ ○ 

 

６．２ 訓練内容 

訓練においては社内規定「原子力防災業務実施要領」、「防護措置要領」、「事故時対処マニュアル」

（以下「社内規定」という）に基づき行動する。 

 
訓練項目 第１部訓練 第２部訓練 

招集訓練 ・ 原子力防災要員等の招集から１５分
以内に原子力防災組織を設置する。 

・ 要員不足が生じている場合は、要員
の適正配置を行う。 

― 

避難誘導訓練 ・ 発災施設、事象、各種計測データ、
気象データを考慮して避難場所等を
決定し、社内放送により避難場所の
指示、当社敷地内への入域制限の指
示を行う。 

・ 敷地内への入域制限について、要員
による周辺警備・監視を実動する。 

― 

通報訓練 ・ 警戒事態該当事象発生時及び当該事
象発生後の経過連絡時に関係機関へ
の通報連絡を行う。 

・ ＥＲＣとの常時通話接続による情報
連携を実施する。 

・ 特定事象発生時及び応急措置の概要
報告時に関係機関への通報連絡を行
う。 

・ ＥＲＣとの常時通話接続による情報
連携を実施する。 

・ １０条確認会議及び１５条認定会議
へ参加する。 

モニタリング訓練 ・ 当日の気象データ（風向、風速）を
基にモニタリング場所を選定し、可
搬型測定器（サーベイメータ）によ
り放射線量の測定を行う。 

・ モニタリング結果をふまえた環境影
響評価を行う。 

・ 当日の気象データ（風向、風速）を
基にモニタリング場所を選定し、可
搬型測定器（サーベイメータ）によ
る放射線量の測定の指示を行う。測
定の実動作業は模擬とする。 

広報訓練 ・ 記者発表資料を作成し、模擬記者発
表を行う。記者役として社外プレー
ヤが参加。 

・ 外部からの問合せ対応を行う。 

・ 外部からの問合せ対応を行う。 

後方支援訓練 
― 

・ 原子力事業所災害対策支援拠点立上
げ要請の通信連絡を実施する。 

事故収束訓練 ・ 発生事象に対応した事象収束戦略検
討し、事象収束のための処置を実施
する。 

・ 発生事象に対応した事象収束戦略検
討し、事象収束のための処置を指示
する。処置の実動作業は模擬とす
る。 
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７．防災訓練の結果および評価 

  「６．防災訓練の内容」に示す各項目の結果及び評価は以下のとおり。 

本文中の【９.＜改善点(番号)＞】は「９．今後の原子力災害対策に向けた改善点(対策)」の事項番

号を【１.＜検証項目(番号)＞】は「１. 防災訓練の目的及び達成目標」の検証項目を示す。 

 

７．１ 第１部訓練 

(1) 招集訓練 

【結果】 

・原子力防災管理者は、原子力防災要員等の招集開始からから３分で対策本部を設置した。 

・本部長は、副本部長１名不在の状況付与に対し、副本部長の役割分担を指示した。 

・本部長は、ＥＲＣ対応者不在の状況付与に対し、代行者を指名した。 

・総務班長は、「震度６弱の地震発生」の状況付与から１１分でエマージェンシーコールによ

り従業員全員の安否を確認した。 

【評価】 

・社内規定に基づき目標時間（原子力防災要員等の招集から１５分以内）に対策本部の設置を

行ったこと、要員不足に対して適正配置の指示を行ったこと、安否確認を適切に実施できた

ことから、要員招集に係る活動が有効に機能していることを確認した。 

(2) 避難誘導訓練 

【結果】 

・防護隊長は、「震度６弱の地震発生」の連絡を受け、直ちに全館放送による避難指示を行っ

た。なお、本訓練対象者は原子力防災要員等としたため、訓練参加者は対策本部室又は防護

隊指揮所に参集した。 

・総務班及び防災班は、「震度６弱の地震発生」の状況付与を受けて周辺警備・監視を実施

し、当社敷地内への入域を制限した。 

【評価】 

・防護隊長は社内規定に基づき「震度６弱の地震発生」の連絡を受けて直ちに避難指示を行っ

たこと、避難指示を受けた訓練参加者は適正な場所に直ちに集合したことから、避難誘導に

係る活動が有効に機能していることを確認した。 

(3) 通報訓練 

【結果】 

・情報連絡班は、情報の集約、通報書の作成/発信/着信確認を行った。 

・情報連絡班は、ＡＬ該当判断から７分でＡＬ該当事象発生通報を行った。 

・情報連絡班は、当該事象発生後の経過連絡として関係機関への通報連絡を約３０分間隔で３

回実施した。 

 

＜通報連絡の所要時間＞ 

通報内容 
ＡＬ該当事象 

判断時刻 
通報書発信時刻 所要時間 

ＡＬ該当事象発生 

１３：３３ 

１３：４０ ＡＬ判断から７分 

経過連絡 

１４：０１ ＡＬ判断から２８分 

１４：４２ ＡＬ判断から６９分 

１５：１１ ＡＬ判断から９８分 

 

・ＥＲＣ対応代行者は、ＥＲＣプラント班との常時通話接続により情報共有を図った。また、

「ＥＲＣ対応用電話回線使用不可」の状況付与に対し、衛星電話へ切り替えて対応した。 

・ＥＲＣ対応代行者は、書画装置が使用できない状況で電話により事象発生時刻、事象の状

況、応急措置実施状況等を伝達した。 

・ＥＲＣ書架資料を保管庫から取り出す際の判別性を良くするためにファイル背表紙に着色し

た。また、収束戦略を検討する上で必要となる資料として排気処理系統図/排水経路図/非常

用発電機接続図を新たに追加した他、モニタリングポストの位置を説明する資料の名称を分

かり易く変更した。 

・ＥＲＣ書架資料に不足は無かったが、書架資料の分類や付番方法に使い難い部分があった。 
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【評価】 

・情報連絡班及びＥＲＣ対応代行者は社内規定に基づき適切なタイミングで通報連絡を行った

こと、「ＥＲＣ対応用電話回線使用不可」の状況付与に対して代替手段へ切り替えができた

こと、書画装置が使用できない状況下でＥＲＣプラント班への説明が概ね問題無くできたこ

とから、通報に係る活動が有効に機能していることを確認した。 

・【１.＜検証項目３＞】（ＥＲＣ備付け資料の改善）については、資料の判別性の改善、資料

の適正な配備が行われていることが確認できた。一方、資料の見やすさ・使いやすさの観点

でさらなる改善の余地がある。【９.＜改善点６＞】 

・【１.＜検証項目４＞】（ＥＲＣプラント班との通話要領の改善）については、書画装置使用

不可の状況下においても事象発生時刻を確実に伝えることができた。 

(4) モニタリング訓練 

【結果】 

・放射線環境監視班長は、「排気筒ガスモニタ警報発報」及び「気象データ（風向；南西、風

速；２ｍ/ｓ）」の状況付与を受け、直ちに、可搬型測定器による敷地内空間放射線量当量率

の測定場所を２か所（モニタリングポスト前、テント倉庫前）選定した。 

・本部長は、「排気筒ガスモニタ警報発報」の状況付与から１分でモニタリング実施を指示し

た。 

・防災班は、半面マスクを着用の上、約１０分間隔で５回測定を行った。 

・放射線環境監視班は、気象条件、モニタリングポスト値、排気筒モニタ値、可搬型測定器に

よる測定結果をふまえ、周辺環境への影響を評価し、環境影響評価書を作成した。 

【評価】 

・社内規定に基づき気象データに基づいた測定場所を選定できたこと、迅速にモニタリング実

施の指示が出せたこと、指示を受けて実動で測定を実施できたこと、各種データに基づいた

環境影響評価ができたことから、モニタリングに係る活動が有効に機能していることを確認

した。 

(5) 広報訓練 

【結果】 

・総務班は、「火災発生」の状況付与を受け、記者会見が必要と判断し、本部長に進言した。 

・総務班は、記者会見について茨城県との調整を模擬行動し、記者会見開始時刻の決定、プレ

ス担当の派遣を行った。 

・情報連絡班は、記者発表資料を作成し、通報書最終報に添付して関係機関（ＥＲＣ広報班含

む）へ送付した。 

・プレス担当は、模擬記者発表で事象の説明、質疑応答を行った。 

・記者役として三菱原子燃料総務課長が参加した。 

【評価】 

・社内規定に基づき記者会見要否の判断から記者発表資料作成、模擬記者発表実施までの一連

の活動を適切に行うことができたことから、広報に係る活動が有効に機能していることを確

認した。 

(6) 事故収束訓練 

【結果】 

・本部長は、「排気筒モニタの警報発報」の状況付与を受け、直ちに原因の調査を指示した。 

・防護隊は、燃料ホットラボ施設の点検中に「Ｎｏ.１セル内のパンクチャ試験装置の故障」

の状況付与を受け、防護隊長に報告した。 

・本部長は、事象収束戦略の検討を防護隊長に指示し、防護隊長は、パンクチャ試験装置の損

傷箇所に接着剤（速乾性樹脂）を充填することで放射性ガスの外部への放出を止めることを

提案した。 

・本部長は、「Ｎｏ.１セル内のパンクチャ試験装置の故障」の状況付与から６分で事象収束戦

略の実施を指示した。 

・防護隊は、「Ｎｏ.１セル内のパンクチャ試験装置の故障」の状況付与から１６分で事象収束

戦略を完了した。 

・本部長は、「燃料ホットラボ施設用非常用発電機停止」の状況付与を受け、直ちに予備発電

機の稼働状況/給排気の稼働状況/施設の負圧の維持状況の確認を指示した。防護隊は予備発

電機が起動していることを報告し、更に３分後、給排気ファンが動作していること、負圧が

維持されていることを報告した。 
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・本部長は、「火災報知器の発報」の状況付与を受け、直ちに現場の確認と１１９通報を指示

した。 

・社防火管理者は、「火災報知器の発報」の状況付与から０分で広域消防に火災報知器発報を

通報した。 

・防護隊は、「火災発生」の状況付与から直ちに消火器による初期消火を開始（３分で初期消

火完了）すると共に広域消防に火災発生の通報を行った。 

・防護隊は、広域消防と連携し、火災発生場所で鎮火確認を行った。 

・防護隊は、燃料ホットラボ施設の作業者に対する汚染検査を実施し、汚染がないことを確認

した。 

【評価】 

・複数の異常事象発生の状況付与に対し、本部からの指示がタイムリーに発出され、現場作業

者が応急措置を適切に実施できたことから、事故収束に係る活動が有効に機能していること

を確認した。 

(7) その他 

【結果】 

・ＥＲＣ対応代行者は、施設の点検状況を「調査中」とＥＲＣへ報告した後、調査結果を報告

するまでに時間を要した。 

・東海村で震度６弱の地震が発生した場合、ＥＲＣには複数の事業所から多くの情報が報告さ

れるため、ＥＲＣ対応代行者は、情報の優先度を考慮して発話する必要があったが、優先度

がそれ程高くない情報も詳細に伝達した。 

【評価】 

・ＥＲＣへの回答保留中の案件を整理する体制が不足しており、改善が必要と評価する。【９.

＜改善点３＞】 

・重要でない施設に関する情報については異常があった場合にＥＲＣへ伝える等の対応の融通

性が不足していた。広域災害発生時は、伝える情報を限定する等の工夫が必要であることは

認識しているが、そのような状況を想定した訓練は実施した経験が無く、今後の課題と考え

る。【９.＜改善点４＞】 

 

７．２ 第２部訓練 

(1) 通報訓練 

【結果】 

・情報連絡班は、情報の集約、通報書の作成/発信/着信確認を行った。 

・情報連絡班は、ＳＥ該当事象発生（モニタリングポストの指示値が５μＳｖ/ｈに上昇）か

ら３分で１０条事象発生通報を行ったが、ＥＲＣプラント班より誤記（特定事象の種類の誤

記）を指摘され、ＳＥ該当事象発生から１１分後に修正報を発信した。 

・情報連絡班は、ＧＥ該当事象発生（モニタリングポストの指示値が５μＳｖ/ｈ以上で１０

分継続）から６分で１５条事象発生通報を行った。 

・１０条事象発生通報の後、１５条事象該当の前に事象収束措置（給排気系統の緊急停止、プ

ール水面でのガス捕集）を実施したが、その報告（２５条報告）が１５条事象発生通報の後

になった。 

 

＜通報連絡の所要時間＞ 

通報内容 
該当事象 

発生時刻 
通報書発信時刻 所要時間 

１０条事象発生 １０：４０ １０：４３ １０条事象発生から３分 

１０条事象発生 

（修正報） 
１０：４０ １０：５１ １０条事象発生から１１分 

１５条事象発生 １０：５０ １０：５６ １５条事象発生から６分 

２５条報告 ― １１：１２ 
１０条事象発生から３２分 

（１５条事象発生から２２分） 

 

・情報連絡班は、事象到達までの経緯を通報書に明確に記載したが、収束戦略に関して実施し
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ようとしている戦略の目的が書かれていなかった。 

・ＥＲＣ対応代行者は、ＥＲＣプラント班との常時通話接続により情報共有を図った。 

・副本部長（当社の経営責任者の一人）は、１０条事象確認会議及び１５条事象認定会議に出

席し、事象の状況、進展予測、応急対策、収束見込みについて説明した。 

【評価】 

・１０条発生通報書における特定事象の種類の誤記は、ＥＡＬに対する情報連絡班の理解不足

が原因と考える。また、ＥＲＣから指摘されるまで通報書の誤記に気付けなかったことは、

通報書記載内容に対するチェック体制に不備があったと考える。何れも改善が必要と評価す

る。【９.＜改善点１＞】 

・１０条事象発生通報後に応急措置の概要報告がタイムリーにできなかったことは、２５条報

告の意味について理解が不足していたことが原因と考えられ、改善が必要と評価する。【９.

＜改善点２＞】 

・【１.＜検証項目１＞】（１０条通報書記載の改善）について、事象到達までの経緯及び拡大

防止措置について明確に記載する体制が定着したと評価する。 

・【１.＜検証項目２＞】（２５条報告書記載の改善）について、事象収束戦略の目的を２５条

報告書に記載していなかったが、広域災害発生時には電話による情報伝達が滞る可能性があ

るため事象収束戦略を通報書のみで伝達できるような工夫が必要であり、改善が必要と評価

する。【９.＜改善点２及び４＞】 

・１０条事象確認会議及び１５条事象認定会議では、社内規定に基づいて組織を代表する者が

説明すべき内容を簡潔に発話できた。 

(2) モニタリング訓練 

【結果】 

・放射線環境監視班長は、「排気筒ガスモニタ警報発報」及び「気象データ（風向；南西、風

速；２ｍ/ｓ）」の状況付与を受け、直ちに、可搬型測定器による敷地内空間放射線量当量率

の測定場所を２か所（モニタリングポスト前、テント倉庫前）選定した。 

・本部長は、「排気筒ガスモニタ警報発報」の状況付与を受け即座にモニタリング実施を指示

した。 

【評価】 

・社内規定に基づいて気象データに基づいた測定場所を選定できたこと、迅速にモニタリング

実施の指示が出せたことから、モニタリングに係る活動が有効に機能していることを確認し

た。 

(3) 広報訓練 

【結果】 

・情報連絡班は、外部（社員による模擬連絡先）からの問合せを受け、回答した。即答できな

い場合は、本部長、副本部長、核燃料取扱主務者等に助言を求めた。問合せと回答内容の記

録を専用のホワイトボードに掲示すると共に、記録のＰＤＦを社内共有サーバに保存し、情

報共有を図った。 

【評価】 

・外部からの問い合わせに対して漏れなく回答できたことから、広報（問合せ対応）に係る活

動が有効に機能していることを確認した。 

(4) 後方支援訓練 

【結果】 

・総務班は、１５条事象認定から１分後に三菱原子燃料㈱に対して原子力事業所災害対策支援

拠点立上げを要請した（今回の訓練では要請までとし、実動は要素訓練で実施）。 

【評価】 

・社内規定に基づいて１５条事象認定から直ちに原子力事業所災害対策支援拠点立上げを要請

できたことから、後方支援活動が有効に機能していることを確認した。 

(5) 事故収束 

【結果】 

・本部長は、「燃料集合体破損、放射性ガスの放出」並びに「排気筒モニタ、モニタリングポ

スト、エリアモニタ指示値が上昇中」の状況付与を受け、当社が定める収束戦略シートに基

づき、事象収束に向けた戦略（燃料ホットラボ施設の給排気ファン緊急停止、給排気ダンパ

閉止、ドア・シャッター隙間部目張り、プール水面ガス捕集）を決定した（排気筒モニタ警

報発報から３分）。 
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・防護隊は本部長の指示から２５分後に燃料ホットラボ施設の給排気ファン緊急停止を完了、

３２分後に給排気ダンパ閉止とプール水面ガス捕集（放射性ガス回収バルーンの設置）を完

了した（何れも模擬）。 

【評価】 

・異常事象発生の状況付与に対し、社内規定に基づいて事象収束に向けた戦略を迅速に決定

し、応急措置の模擬行動を適切に実施できたことから、事故収束に係る活動が有効に機能し

ていることを確認した。 

(6) その他 

【結果】 

・放射性ガスの放出に対する応急措置の実施状況（開始時刻、終了時刻、効果）について、訓

練初期は対策本部内での情報共有が不足していた。本部長指示により、訓練中盤以降はホワ

イトボードに実施状況を記載して情報を共有した。 

【評価】 

・応急措置の実施状況の情報を整理する役割分担が明確でなかったことが原因と考え、改善が

必要と評価する。【９.＜改善点５＞】 

 

８．前回訓練時の改善点への取組み結果 

  前回の総合訓練（２０２１年１０月１９日）における改善点への取組み結果は以下のとおり。   

No. 
前回の総合訓練において 

抽出した改善点 

取組み結果 
【９.＜改善点（番号）＞】は「９．今後の原子力災害対策に向けた

改善(対策)」を示す。 

1 ・１５条通報の記載において基

準値に到達して１０分間継続

したことを通報に明確に記載

できていなかった。また１０

条通報で記載した故障機器の

応急復旧、拡大防止の措置に

ついて誤解を招きやすい記載

となっていた。 

改善：・通報書に記載すべき情報をリスト化すると共に、情

報の記載について誤解を招かないよう例文を検討

し、マニュアルの見直しを行った。 
・記載すべき情報が漏れなく記載されていることを

本部席でチェックする体制とした。 
・防災訓練前に周知教育、要素訓練を実施し、改善の

有効性を確認した。 
 

結果：・事象到達までの経緯及び拡大防止措置について明確

に記載する体制が定着した。【完了】 

 

2 ・２５条報告に記載した事象収

束戦略はＥＲＣ以外の受信者

にとっては情報が不足してお

り、分かりにくい内容となっ

ていた。 

改善：・通報書に記載すべき情報をリスト化すると共にマニ

ュアルの見直しを行った。 
・記載すべき情報が漏れなく記載されていることを

本部席でチェックする体制とした。 
・防災訓練前に周知教育、要素訓練を実施し、改善の

有効性を確認した。 
 

結果：・２つの事象収束戦略の目的が２５条報告書に記載さ

れていなかったため、それぞれの戦略の違いが明

確になっていなかった。広域災害発生時には事象

収束戦略を通報書のみで伝達できるような更なる

工夫が必要であり、改善の余地が残った。【９.＜改

善点２及び４＞】 
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3 ・ＥＲＣへの説明において当社

が書画装置で用いた資料とＥ

ＲＣ備え付け資料の突き合わ

せが出来なかった。またモニ

タリングポストと排気筒の位

置関係、給排気系の系統図が

書架資料に準備されていなか

った。 

改善：・書架資料取り出し時の判別性を考えて、色付きの背

表紙に変更し、差し替えを行った。 
・モニタリングポストと排気筒の位置関係、給排気系

統図を書架資料に追加した。 
 

結果：・書架資料に不足は無かった。【完了】 

4 ・電話によるＥＲＣプラント班

への説明時に事象発生時刻を

一部発話していない場面があ

った。 

改善：・ＥＲＣに伝えるべき情報の優先度の明確化、事象の

発生時刻が確実に伝わるよう、ＥＲＣ対応者の補助

者によるフォロー体制も含めてマニュアルを改訂

した。 
・防災訓練前に周知教育、要素訓練を実施し、改善の

有効性を確認した。 
 

結果：・ＥＲＣ対応代行者は、事象発生時刻を確実に伝達し、

書画装置使用不可の状況下でも事象発生時刻を確

実に伝えることが定着したと評価する。【完了】 
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９．今後の原子力災害対策に向けた改善（対策） 

 今回の総合訓練において抽出した改善点は以下のとおり。  

No. 今回の総合訓練において抽出した改善点 

１ 

【7.2(1)】 

改善点：第２部訓練において、モニタリングポスト指示値が５μSv/hとなったことに

より特定事象発生通報書の「敷地境界の放射線量の上昇」にチェックを入れ

るべきであったが、「排気筒からの放射性物質の放出」にチェックを入れてし

まった。 

原 因：通報書作成者がＥＡＬを十分理解していなかったこと、誤記が最後まで見逃

されたチェック体制の不備の両方が原因である。 

対 策：通報書の記載ミス防止を図るため、通報書マニュアルの見直し、通報書作成

者の教育、複数人で同時に通報書記載を確認する、チェックする責任者を明

確にする等チェック体制の見直しを行う。見直し結果について要素訓練によ

り習熟を図ると共に、今後の訓練で改善状況を確認する。 

２ 

【7.2(1)】 

改善点：・１０条通報に続いて１５条通報を行い、その後２５条報告を行った。今回

の訓練では１０条通報の後、１５条事象該当の前に給排気系統の緊急停止、

プール水面でのガス捕集を実施したので、１０条通報に引き続いて２５条報

告（応急措置の概要報告）を実施すべきであった。 

    ・２５条報告に記載した事象収束戦略の記載について、実施しようとしてい

る戦略の目的が書かれていないため、ＦＡＸ文を見ただけでは内容が明確に

分からない。 

原 因：・２５条報告は１５条事象発生後の経過報告との意識が強く、応急措置の報

告との認識が不足していたことが原因である。 

    ・電話等による説明が無くてもＦＡＸ文で有効な情報を伝える意識が不足し

ていたことが原因である。 

対 策：・通報書マニュアルに当社で発生する可能性がある原災法事象に合わせた２

５条報告を発出する時期（タイミング）を明記する。見直し結果について周

知教育、要素訓練により習熟を図ると共に、今後の訓練で改善状況を確認す

る。 

    ・通報書、報告書への事象収束戦略の記載方法について再検討しマニュアル

の見直しを行う。見直し結果について周知教育、要素訓練により習熟を図る

と共に、今後の訓練で改善を確認する。 

３ 

【7.1(7)】 

改善点：第１部訓練において、各棟の点検状況で「調査中」との発話があった後、な

かなか報告がなかった項目があった。 

原 因：ＥＲＣ－当社間の情報をフォローする体制が不足していたことが原因であ

る。 

対 策：問い合わせ事項に対して漏れなく回答するよう、ＥＲＣ－当社間情報の本部

内共有の仕組み、体制の見直しを行う。併せてＥＲＣとの情報連絡マニュア

ルの見直しを行い、周知教育、要素訓練により習熟を図ると共に、今後の訓

練で改善状況を確認する。 

４ 

【7.1(7)】 

改善点：東海村で震度６弱の地震が発生した場合、ＥＲＣ側のマンパワーは限られる

と想像されるが、訓練の実効性確保について検討する必要がある。 

原 因：広域災害発生時は伝える情報を限定する等の工夫が必要であることは認識し

ているが、そのような状況を想定した訓練は実施した経験が無く、今後の課

題と考える。 
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No. 今回の総合訓練において抽出した改善点 

対 策：ＥＲＣとの情報連絡マニュアル内の情報のリストについて、現状は伝える情

報項目のみの記載であるが、情報の優先度を追加し、伝える情報を選択しや

すいよう工夫する。また広域災害に備えてＦＡＸ通報書だけで情報を伝えら

れるように記載を工夫する。 

５ 

【7.2(6)】 

改善点：事象発生後の応急措置の実施状況（開始時刻、終了時刻、効果）について、

訓練初期は本部内で情報の共有が不足していた。訓練中盤以降は本部長指示

によりホワイトボードに実施状況を記載し、情報を共有した。 

原 因：応急措置の実施状況を把握することは重要であるが、本部内での役割分担が

明確になっていなかったことが原因である。 

対 策：応急措置の実施状況をホワイトボードに記録する担当者を決め、実施の推移

を共有できるように要員の配置を見直す。 

６ 

【7.1(3)】 

改善点：説明に使用する書架資料のファイルには、インデックスが貼り付けられてい

る（数値記載と名称の記載の２種類）が、迅速・確実に使用したい資料を探

し出せるように改善する必要がある。また敷地内建屋配置図に番号がついて

いないため、ＥＲＣへの説明に時間を要した。 

原 因：書架資料について、ＥＲＣ対応者が使いやすく、説明しやすい形式にすると

の視点が不足していた。 

対 策：関連する資料を分類してグループ毎にファイリングし、また全ての資料に番

号付けを行い、目的とする資料をより取り出し易くするよう改善する。 

 

10．総括 

今回の訓練は、中期計画（２０２２年度からの４か年）の初年度として２部制訓練を初めて実施し、

現実的なシナリオに基づく緊急時対応能力の検証を行った。 

達成目標に対する以下の評価結果から、一部課題は抽出されたものの訓練の目的は概ね達成できたと

評価する。この結果をもとに中期計画を見直し、防災体制の継続的な改善を図っていく。 

 

（１）中期計画の２０２２年度重点項目①～④に対する評価 

①通報書記載内容の充実 

１０条通報、２５条報告記載情報の明確化に取り組んだ結果、事象到達までの経緯及び拡大防止

措置について通報書に明確に記載できた。一方、広域災害発生の想定下では通報書による情報共

有の重要度が増すため、事象収束戦略に関する情報は更に詳細に記載すべきであり、今後も継続

して改善を図る。 

②通報書内容チェック体制構築 

通報書作成マニュアルの見直し及びチェック体制の再構築を行ったが、１０条通報書の誤記見逃

しが発生したことから、改善策を検討し、改善を図る。 

③ＥＲＣ備付資料の整備 

判別しやすいファイル装丁、資料名称見直しについて目標を達成した。 

④ＥＲＣ対応者のフォロー体制 

ＥＲＣ対応者不在、書画装置故障、ＥＲＣ対応用電話回線異常発生を想定した難易度の高いシナ

リオ設定において、ＥＲＣ対応代行者は補助者のフォローを受けながらＥＲＣプラント班との情

報共有が円滑にできることを確認した。 

 

（２）２０２２年度防災訓練の目的（１.防災訓練の目的および達成目標）に対する評価 

①原子力防災組織が原子力災害発生時に有効に機能することの確認 

放射性ガス異常放出、非常用発電機停止、火災がシリーズで発生する難易度が高いシナリオであ
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ったが、本部長の指揮の下、各機能班は各人の役割を理解し、種々の状況に対して即座に対応す

ることができ、原子力防災組織が原子力災害発生時に有効に機能することが確認できた。 

②前回の防災訓練で抽出された課題の改善状況の検証 

課題は概ね改善されたが、広域災害発生を想定した通報書作成、ＥＲＣ書架資料の使いやすさ向

上について引き続き改善を図ることとした。 

③原子力防災組織の対応能力向上 

副本部長不在、ＥＲＣ対応者不在、書画装置故障、ＥＲＣ対応用電話異常等、様々なマルファン

クションに対して適切に対応しており、原子力防災組織の対応能力が向上していることが確認で

きた。 

 

以 上  
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別紙２ 

防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

 

１．防災訓練の目的 

  本訓練は、原子力事業者防災業務計画 第２章 第７節「防災訓練の実施」に基づき実施した要素訓

練であり、各種個別手順に対する対応の習熟が目的である。 

 

２．訓練実績と今後の原子力災害対策に向けた改善点 

報告対象期間中に実施した要素訓練の結果と改善点は以下のとおり。 

訓練項目 訓練内容 対象者 実施日 

参

加

者

数 

訓練結果／ 

今後の原子力災害対策に向

けた改善点 

除染作業訓練 燃料・化学実験

施設内で作業者

が汚染したとの

想定で、グリー

ンハウス設置、

汚染検査、汚染

箇所除染、検査

機関への救急搬

送までの一連の

要領を確認す

る。 

対策本部員 

防護隊員 

2022 年 

8 月 26 日 
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名 

結 果：要素訓練シナリオ

に沿って汚染作業

者の検査、除染、

搬送までの一連の

手順を実施し、ほ

ぼ予定通りに進

行・終了した。 

改善点： 特になし 

招集訓練 

避難誘導訓練 

通報訓練 

モニタリング訓練 

広報訓練 

事故収束訓練 

 

異常事象発生か

ら収束までの一

連の事象推移の

過程で、要員の

招集/避難誘導/

関係機関への通

報連絡/気象条

件を考慮したモ

ニタリング/プ

レス発表/事故

収束活動の一連

の作業が行える

ことを確認す

る。 

対策本部員 

防護隊員 

2022 年 

11 月 2 日 

 

80

名 

結 果：要素訓練シナリオ

に沿って、要員の

招集/避難誘導/関

係機関への通報連

絡/気象条件を考慮

したモニタリング/

プレス発表/事故収

束活動の一連の作

業が手順通りに実

施できることを確

認した。 

改善点： 特になし。 

 

 

後方支援訓練 緊急時対策所か

ら支援拠点まで

資機材を輸送で

きることを確認

する。 

通信機器（携帯

電話、パソコ

ン、FAX）を使

用して、緊急時

対策所－支援拠

点間で情報送受

信が行えること

を確認する。 

対策本部員 

防護隊員 

2022 年 

10 月 27 日 

 

6

名 

結 果：原子力事業所災害

対策支援拠点へ資

機材を確実に輸送

できること、支援

拠点と緊急時対策

所間の通信が支障

無く行えることを

確認した。 

改善点：特になし。 
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訓練項目 訓練内容 対象者 実施日 

参

加

者

数 

訓練結果／ 

今後の原子力災害対策に向

けた改善点 

通報訓練 

(所定就業時間内) 

 

勤務時間外に異

常が発生した際

の要員呼び出し

に使用する携帯

電話の連絡機能

（呼び出し、応

答）を確認する

ため、毎月、呼

び出し対象者と

の通信訓練を実

施している。通

報を受けた要員

は正常に受信し

たことを確認

し、所定の操作

を行う。 

通報連絡対象

要員（社員の

み） 

2021 年 

11 月 1 日、 

12 月 6 日 

2022 年 

1 月 11 日、 

2 月 7 日、 

3 月 7 日、 

4 月 11 日、 

5 月 9 日、 

6 月 6 日、 

7 月 4 日、 

8 月 1 日、 

9 月 5 日、 

10 月 3 日 

11 月 1 日 

69

名 

結 果：非常時の呼び出し

に使用する携帯電

話への連絡機能が

確実に維持されて

いることを確認し

た。正常受信率の

実績は、94～100％

である。 

改善点：特になし。 

通報訓練 

(所定就業時間外) 

 

1 回／年、4 月

末の土日に日時

を無予告で時間

外の通信訓練を

実施している。 

 

通報連絡対象

要員（社員及

び協力会社

員） 

2022 年 

4 月 23 日 

 

86

名 

結 果：非常時の呼び出し

に使用する携帯電

話への連絡機能が

確実に維持されて

いることを確認し

た。正常受信率の

実績は、92％であ

る。 

改善点：特になし。 

 

以 上 


